
総合評価方式（建設工事）における 

事業継続計画（ＢＣＰ）策定の評価導入について 

【令和５年６月より適用】 
令和 5年１月 17日  

 

災害に対する建設業の役割として、地域住民の生命と財産を守ることはもとより、災害が発生した場合には、いち早く現場に

駆けつけ、迅速に応急復旧を行うことやライフライン等の復旧を通じて、住民生活を取り戻す働きが求められています。  

こうした社会的使命を果たすためには、災害時に建設企業自らが継続して事業活動ができる体制を整えておく必要があり、そ

のために災害時の事業継続計画を企業自らが策定することは、自社の被害を最小限に抑えることだけでなく、地域社会から求め

られる応急復旧や二次災害の防止などの活動を迅速に行うために重要となります。  

このため、三重県では評価基準に適合した建設企業の事業継続計画の登録及び当該建設企業の公表により、建設企業における

事業継続計画の策定を促進し、もって三重県の災害応急対策の円滑な実施と地域防災力の向上を目的とした、「建設企業におけ

る災害時の事業継続計画登録制度（三重県建設ＢＣＰ登録制度）」が令和４年１０月に施行されています。  

四日市港管理組合では災害対応への体制強化を促進するために、ＢＣＰを策定した建設企業を総合評価方式において評価する

ことを予定しています。 

 

１ 対象とする建設企業  

当面は、土木一式工事Ａランク企業を対象とします。  

  

２ 総合評価方式の評価方法  

三重県建設ＢＣＰの「登録確認証の写し」を提出することで総合評価方式の評価対象とします。  

・評価対象  

発注工種：土木一式工事  

予定価格：７千万円以上３億円未満  

・総合評価方式の評価点  

評価項目の「企業の能力等」＞「企業の技術力等」で２点加点とする。  

 

大項目 中項目 小項目 配点 評価内容 

 

企業の  

能力等 

 

企業の  

技術力等 

 

災害時の  

事業継続力 

 

事業継続計画  

（ＢＣＰ）策定の有無 

 

2 

当該工事の入札に参加する者が、三重県「建設企業に

おける災害時の事業継続計画登録制度（三重県建設

ＢＣＰ登録制度）」により、事業継続計画の登録確認

証が交付されている場合に評価します。 

 

３ 適用日  

令和５年６月１日以降に公告を行う案件から適用を予定しています。  

  

※三重県「建設企業における災害時の事業継続計画登録制度（三重県建設BCP登録制度）」の詳細については、  

三重県ＨＰ「建設業のための広場」に掲載のお知らせでご確認ください。  

https://www.pref.mie.lg.jp/KENGYO/HP/m0158300130.htm  

  

 

【総合評価方式に関する問合せ先】  

四日市港管理組合 経営企画部 建設課    TEL：０５９－３６６－７０２９  

 


